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平成 27年５月 15日 

各 位 

会 社 名    株式会社 北 洋 銀 行 

代 表 者   取締役頭取 石 井 純 二 

（コード番号 8524 東証第一部・札証） 

問合せ先責任者 取締役経営企画部長 安田 光春 

定款の一部変更に関するお知らせ 

株式会社北洋銀行（頭取 石井 純二）は、本日開催の取締役会において、定款一部変更の件

を、平成27年６月25日開催予定の第159期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、

下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

 

1. 変更の理由 

(1) 当行は、平成26年３月27日に、それまで株式会社整理回収機構にお引受けいただいて

おりました、公的資金に係る第１種優先株式（以下、「優先株式」といいます。）に関

して、発行済みの全優先株式を自己株式として取得・消却し、公的資金を完済いたしま

した。 

現時点では、今後、当行が優先株式を発行する予定はないことから、優先株式に関連す

る定款第５条、第７条、第２章の２（第12条の２）、第20条および「別紙 第１種優先株

式の内容」を削除ないし変更（優先株式に関する文言の削除）するものであります。 

(2) 本日付「株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の導入に関するお知らせ」

のとおり、当行は、当行取締役（社外取締役を除きます。）に対し、株式報酬型ストッ

ク・オプションとして、新株予約権を割り当てたいと考えておりますが、それに伴い、

株式取扱規則に、新株予約権の取扱いに関する規定を設けます。ついては、株式取扱規

則にかかる規定を設けることができるよう、定款第11条を変更するものであります。 

2. 変更の日程 

定款変更のための株主総会開催日（予定） 平成27年６月25日 

定款変更の効力発生日（予定） 平成27年６月25日 

3. 変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。 

（下線は変更部分） 

現 行 定 款 変 更 案 

 

第２章 株  式 

 

（発行可能株式総数） 

第５条 当銀行の発行可能株式総数は、14億

5,000万株とし、普通株式の発行可能種類

 

第２章 株  式 

 

（発行可能株式総数） 

第５条 当銀行の発行可能株式総数は、14億

5,000万株とする。 
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現 行 定 款 変 更 案 

株式総数は14億5,000万株、第1種優先株式

の発行可能種類株式総数は14億5,000万株

とする。 

 

（単元株式数） 

第７条 当銀行の普通株式および第１種優先株式

の単元株式数は、いずれも100株とする。 

 

（株式取扱規則） 

第11条 当銀行の株主権の行使の手続きその他株

式に関する取扱いは、法令または定款に定

めるもののほか、取締役会の定める株式取

扱規則による。 

 

第２章の２ 優 先 株 式 

 

（第１種優先株式） 

第12条の２ 第１種優先株式の内容は、添付別紙

のとおりとする。 

 

 

第３章 株 主 総 会 

 

（種類株主総会） 

第20条 第14条、第15条、第16条、第17条第１

項、第18条および第19条の規定は種類株主

総会にこれを準用する。 

② 第12条第１項の規定は定時株主総会と同

時に種類株主総会が開催される場合には、

これを準用する。 

③ 会社法第324条第２項に定める種類株主

総会の決議は、当該種類株主総会において

議決権を行使することができる株主の議決

権の３分の１以上を有する株主が出席し、

その議決権の３分の２以上をもって行う。 

 

別紙 第１種優先株式の内容 

（変更前の定款別紙の内容は本書別紙「第１種優

先株式の内容」のとおり） 

 

 

 

 

 

（単元株式数） 

第７条 当銀行の単元株式数は、100株とする。 

 

 

（株式取扱規則） 

第11条 当銀行の株主権の行使の手続きその他株

式および新株予約権に関する取扱いは、法

令または定款に定めるもののほか、取締役

会の定める株式取扱規則による。 

 

（削 る） 

 

 

（削 る） 

 

 

 

第３章 株 主 総 会 

 

 

第20条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削 る） 

 

 

 

別 紙 

（変更前の内容） 

第1種優先株式の内容 
1. 第1種優先配当金 

(1) 第1種優先配当金 
当銀行は、この定款第51条に定める剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基
準日の最終の株主名簿に記載または記録された第1種優先株式を有する株主（以下「第1種優
先株主」という。）または第1種優先株式の登録株式質権者（以下「第1種優先登録株式質権
者」という。）に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）および普通株
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式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、第1種優先株式1株
につき、第1種優先株式1株当たりの払込金額相当額（ただし、第1種優先株式につき、株式
の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調
整される。）に、下記(2)に定める配当年率（以下「第1種優先配当年率」という。）を乗じ
て算出した額の金銭（円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。）（以
下｢第1種優先配当金｣という。）の配当をする。ただし、当該基準日の属する事業年度にお
いて第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対して第2項に定める第1種優先中間配
当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。 

(2) 第1種優先配当年率 
各事業年度に係る第1種優先配当年率は、以下の算式により計算される年率とする。 

第1種優先配当年率＝日本円TIBOR（12ヶ月物）＋1.00％ 
なお、第1種優先配当年率は、％未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。 
上記の算式において「日本円TIBOR（12ヶ月物）」とは、毎年の4月1日（ただし、当該日が
銀行休業日の場合はその直後の銀行営業日）（以下「第1種優先配当年率決定日」という。）
の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート
（日本円TIBOR）として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認
められるものを指すものとする。日本円TIBOR（12ヶ月物）が公表されていない場合は、第1
種優先配当年率決定日において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示さ
れるロンドン・インター・バンク・オファード・レート（ユーロ円LIBOR12ヶ月物（360日ベ
ース））として、英国銀行協会（BBA）によって公表される数値を、日本円TIBOR（12ヶ月物）
に代えて用いるものとする。 
ただし、上記の算式の結果が8％を超える場合には、第1種優先配当年率は8％とする。 

(3) 非累積条項 
ある事業年度において第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対してする剰余金の
配当の額が第1種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積し
ない。 

(4) 非参加条項 
第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対しては、第1種優先配当金の額を超えて
剰余金の配当は行わない。ただし、当銀行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758
条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当銀行が行う新設
分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰
余金の配当についてはこの限りではない。 

2. 第1種優先中間配当金 
当銀行は、この定款第52条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の
株主名簿に記載または記録された第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対し、普通株
主および普通登録株式質権者に先立ち、第1種優先株式1株につき、第1種優先配当金の額の2分の1
を上限とする金銭（以下「第1種優先中間配当金」という。）を支払う。 

3. 残余財産の分配 
(1) 残余財産の分配 

当銀行は、残余財産を分配するときは、第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対
し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第1種優先株式1株につき、第1種優先株
式1株当たりの払込金額相当額（ただし、第1種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当
て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。）に下記
(3)に定める経過第1種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。 

(2) 非参加条項 
第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分
配は行わない。 

(3) 経過第1種優先配当金相当額 
第1種優先株式1株当たりの経過第1種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日
（以下「分配日」という。）において、分配日の属する事業年度の初日（同日を含む。）か
ら分配日（同日を含む。）までの日数に第1種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得
られる額（円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。）をいう。ただし、
分配日の属する事業年度において第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対して第
1種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。 

4. 議決権 
第1種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、
第1種優先株主は、定時株主総会に第1種優先配当金の額全部（第1種優先中間配当金を支払ったと
きは、その額を控除した額）の支払を受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会よ
り、第1種優先配当金の額全部（第1種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額）
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の支払を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時
より、第1種優先配当金の額全部（第1種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額）
の支払を受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権
を行使することができる。 

5. 普通株式を対価とする取得請求権 
(1) 取得請求権 

第1種優先株主は、下記(2)に定める取得を請求することができる期間中、当銀行に対して、
自己の有する第1種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求が
あった場合、当銀行は、第1種優先株主がかかる取得の請求をした第1種優先株式を取得する
のと引換えに、下記(3)に定める財産を当該第1種優先株主に対して交付するものとする。 

(2) 取得を請求することができる期間 
平成25年1月1日から平成36年3月31日まで（以下「取得請求期間」という。）とする。 

(3) 取得と引換えに交付すべき財産 
当銀行は、第1種優先株式の取得と引換えに、第1種優先株主が取得の請求をした第1種優先
株式数に第1種優先株式1株当たりの払込金額相当額（ただし、第1種優先株式につき、株式
の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調
整される。）を乗じた額を下記(4)ないし(8)に定める取得価額で除した数の普通株式を交付
する。なお、第1種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数
があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。 

(4) 当初取得価額 
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日（取得請求期間の初日を含ま
ず、株式会社東京証券取引所（当銀行の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている
場合、取得請求期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所）におけ
る当銀行の普通株式の終値（気配表示を含む。以下「終値」という。）が算出されない日を
除く。）の毎日の終値の平均値に相当する金額（円位未満小数第1位まで算出し、その小数
第1位を切り捨てる。）とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記(7)に定める下
限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。 

(5) 取得価額の修正 
取得請求期間において、毎月第3金曜日（以下「決定日」という。）の翌日以降、取得価額
は、決定日まで（当日を含む。）の直近の5連続取引日（ただし、終値のない日は除き、決
定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。）の終値
の平均値に相当する金額（円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。）
に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記(7)に定める下限取得価
額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日
以降決定日まで（当日を含む。）の間に、下記(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場
合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。 

(6) 上限取得価額 
取得価額には上限を設けない。 

(7) 下限取得価額 
当銀行と株式会社札幌北洋ホールディングス（以下「札幌北洋ホールディングス」という。）
との間の当銀行を存続会社とする合併（以下「本件合併」という。）の効力発生日における、
次に定める算式により求められる価格（円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切
り捨てる。）を「下限取得価額」という（ただし、下記(8)による調整を受ける。）。 
 
 
 
 
 
上記算式において、以下の各記号はそれぞれ以下に定める意味を有する。 

K   本件合併の効力発生直前の第1種優先株式の下限取得価額 
A1 本件合併の効力発生直前の銀行既発行普通株式数 
A2 本件合併の効力発生直後の銀行既発行普通株式数 
B1 本件合併の効力発生直前の修正純資産比率 
h1 本件合併の効力発生直前の保有比率 

 
イ．上記算式に使用する「本件合併の効力発生直前の第1種優先株式の下限取得価額」は、

本件合併の効力発生直前において適用される第1種優先株式の下限取得価額とする。 
ロ．上記算式に使用する「本件合併の効力発生直前の銀行既発行普通株式数」は、本件合

併の効力発生直前における当銀行の発行済普通株式数（自己株式を除く。以下同じ。）

下限取得 
価額 

＝ 
K×A1×h1 

A2×B1 
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とする。 
ハ．上記算式に使用する「本件合併の効力発生直後の銀行既発行普通株式数」は、本件合

併の効力発生直後における当銀行の発行済普通株式数（自己株式を除く。以下同じ。）
とする。 

ニ．上記算式に使用する「本件合併の効力発生直前の修正純資産比率」は、次に定める算
式により求められる比率をいう。 

 
 
 

 
 
(i) 「本件合併の効力発生直前のHD修正純資産額」とは、本件合併の効力発生日の

直近の札幌北洋ホールディングスの連結貸借対照表（札幌北洋ホールディング
スが金融商品取引法第24条第1項の規定に基づき提出した有価証券報告書に含ま
れる連結貸借対照表または同法第24条の4の7第1項に基づき提出した四半期報告
書に含まれる四半期連結貸借対照表とする。以下同じ。）に記載された純資産
の部の合計額から当該札幌北洋ホールディングスの連結貸借対照表に記載され
た少数株主持分の額を控除した額をいう。 

(ii) 「本件合併の効力発生直前の銀行以外子会社の純資産額」とは、上記の札幌北
洋ホールディングスの連結貸借対照表が記載される有価証券報告書の「第一部 
企業情報 第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載された札幌北洋ホール
ディングスの子会社の「資本金又は出資金」に「議決権の所有割合」を乗じた
金額を、当銀行以外について合計した金額とする（四半期報告書の場合は、そ
の直前に提出された有価証券報告書の記載内容に当該四半期報告書まで（当該
四半期報告書を含む。）の四半期報告書に記載された関係会社の異動を勘案し
て、上記に準じて計算する。）。ただし、上記子会社のうちで、有価証券報告
書の当該箇所に主要な損益情報等の開示がなされている子会社は、上記「資本
金又は出資金」に替えて当該主要な損益情報等の中の「純資産額」を使用する
ものとする。 
また、上記の連結貸借対照表の公表後本件合併の効力発生までの間に、上記の
銀行以外子会社の純資産額の算出に使用される札幌北洋ホールディングスの子
会社の資本金の額、出資金の額もしくは純資産額（以下「当銀行以外の子会社
の資本金等」という。）の変動（札幌北洋ホールディングスの出資が伴わない
場合も含む。）または議決権の所有割合の変動が臨時報告書等の法定の開示書
類によって公表された場合は、「本件合併の効力発生直前の銀行以外子会社の
純資産額」は、上記の銀行以外子会社の純資産額の計算に当該変動を反映させ
て再計算した額とする。 

ホ．上記算式に使用する「本件合併の効力発生直前の保有比率」は、本件合併の効力発生
直前の札幌北洋ホールディングスが保有する当銀行の普通株式数を、本件合併の効力
発生直前の当銀行の発行済普通株式数（自己株式を除く。）で除した比率をいう。 

(8) 取得価額の調整 
イ．第1種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額（下限取

得価額を含む。）を次に定める算式（以下｢取得価額調整式｣という。）により調整す
る（以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。）。取得価額調整式の計
算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。 

 
 
 
 

  
  

(ⅰ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行また
は自己株式である普通株式を処分する場合（無償割当ての場合を含む。）（た
だし、当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予
約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(8)において同じ。）そ
の他の証券（以下「取得請求権付株式等」という。）、または当銀行の普通株
式の交付と引換えに当銀行が取得することができる取得条項付株式もしくは取
得条項付新株予約権その他の証券（以下「取得条項付株式等」という。）が取
得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。） 

本件合併の効力発生
直前の 

修正純資産比率 
＝ 

本件合併の効力発生直前の 
HD修正純資産額 

－ 
本件合併の効力発生直前の 
銀行以外子会社の純資産額 

本件合併の効力発生直前のHD修正純資産額 

既 発 行 

普通株式数 
＋ 

時価 

交 付 普 通 

株 式 数 
× 

1 株当たりの 

払 込 金 額 

既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数 
＝ × 

調 整 後 

取得価額 

調 整 前 

取得価額 
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調整後取得価額は、払込期日（無償割当ての場合はその効力発生日）の翌日以
降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割
当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。 

(ⅱ) 株式の分割をする場合 
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式
数（基準日における当銀行の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式
数を除く。）が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、
その基準日の翌日以降、これを適用する。 

(ⅲ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る価額（下記ニ．に定義する意味を有す
る。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)および(ⅴ)ならびに下記ハ．(ⅳ)において同じ。）
をもって当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する
場合（無償割当ての場合を含む。） 
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日（新株予約権の場合は
割当日）（無償割当ての場合はその効力発生日）に、または株主に取得請求権
付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準
日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得
または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用
して算出し、その払込期日（新株予約権の場合は割当日）（無償割当ての場合
はその効力発生日）の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用す
る。 
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において
価額が確定しておらず、後日一定の日（以下｢価額決定日｣という。）に価額が
決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取
得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額
決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取
得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適
用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。 

(ⅳ) 当銀行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される
条件（本イ．またはロ．と類似する希薄化防止のための調整を除く。）が付さ
れている場合で、当該修正が行われる日（以下「修正日」という。）における
修正後の価額（以下「修正価額」という。）が取得価額調整式に使用する時価
を下回る場合 
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正
価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調
整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。 
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応
じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞ
れの場合に定める割合（以下「調整係数」という。）を乗じた額を調整前取得
価額とみなすものとする。 
(a) 当該取得請求権付株式等について当該修正日前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)に

よる調整が行われていない場合 
調整係数は1とする。 

(b) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)
による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの
間に、上記(5)による取得価額の修正が行われている場合 
調整係数は1とする。 
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)または本
(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価
額で除した割合とする。 

(c) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)
による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの
間に、上記(5)による取得価額の修正が行われていない場合 
調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額
を当該調整後の取得価額で除した割合とする。 

(ⅴ) 取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る
価額をもって普通株式を交付する場合 
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)または(ⅳ)による取得価
額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普
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通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数（下記ホ．に定義する。）が、
当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株
式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直
前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。 

(ⅵ) 株式の併合をする場合 
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少した普通株
式数（効力発生日における当銀行の自己株式である普通株式に係り減少した普
通株式数を除く。）を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調
整式を適用して算出し、これを適用する。 

ロ．上記イ．(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式
移転等により、取得価額（下限取得価額を含む。）の調整を必要とする場合は、取締
役会が適当と判断する取得価額（下限取得価額を含む。）に変更される。 

ハ． (ⅰ) 取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5
連続取引日の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。ただし、平均
値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、
上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、
本(8)に準じて調整する。 

(ⅱ) 取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する
日の前日において有効な取得価額とする。 

(ⅲ) 取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその
日（上記イ．(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみ
なされる普通株式数は含まない。）の、基準日がない場合は調整後取得価額を
適用する日の1ヶ月前の日の、当銀行の発行済普通株式数（自己株式である普通
株式数を除く。）に当該取得価額の調整の前に上記イ．およびロ．に基づき
「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通
株式数（ある取得請求権付株式等について上記イ．(ⅳ)(b)または(c)に基づく
調整が初めて適用される日（当該日を含む。）からは、当該取得請求権付株式
等に係る直近の上記イ．(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された
上記イ．(ⅲ)または(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた
普通株式数は含まない。）を加えたものとする。 

(ⅳ) 取得価額調整式に使用する「1 株当たりの払込金額」とは、上記イ．(ⅰ)の場
合には、当該払込金額（無償割当ての場合は0円）（金銭以外の財産による払込
みの場合には適正な評価額）、上記イ．(ⅱ)および(ⅵ)の場合には0 円、上記
イ．(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額（ただし、(ⅳ)の場合は修正価額）とする。 

ニ．上記イ．(ⅲ)ないし(ⅴ)および上記ハ．(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株
式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額（新株予約権の場合
には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。）から、その取得
または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付
される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交
付される普通株式数で除した金額をいう。 

ホ．上記イ．(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する
日の既発行普通株式数から、上記ハ．(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められてい
る未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当
該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。 

ヘ．上記イ．(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各
行為が当該基準日以降に開催される当銀行の株主総会における一定の事項に関する承
認決議を停止条件としている場合には、上記イ．(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、
調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用
する。 

ト．取得価額調整式により算出された上記イ．柱書第2文を適用する前の調整後取得価額と
調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行
わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発
生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調
整前取得価額からこの差額を差し引いた額（ただし、円位未満小数第2位までを算出
し、その小数第2位を切り捨てる。）を使用する。 

(9) 合理的な措置 
上記(4)ないし(8)に定める取得価額（第7項(2)に定める一斉取得価額を含む。以下、本(9)
において同じ。）は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から
解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、



 

8 

当銀行の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。 
(10) 取得請求受付場所 

東京都中央区八重洲一丁目2番1号 
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 

(11) 取得請求の効力発生 
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記(10)に記載する取得請求受付場所に到着し
たときに発生する。 

6. 金銭を対価とする取得条項 
(1) 金銭を対価とする取得条項 

当銀行は、平成31年4月1日以降、取締役会が別に定める日（以下「取得日」という。）が到
来したときは、法令上可能な範囲で、第1種優先株式の全部または一部を取得することがで
きる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日（開催日を含む。）
の全ての日において終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を
得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当銀行は、かかる第1種優
先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第1種優先株主に対して交付するも
のとする。なお、第1種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日
の決定後も第5項(1)に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。 

(2) 取得と引換えに交付すべき財産 
当銀行は、第1種優先株式の取得と引換えに、第1種優先株式1株につき、第1種優先株式1株
当たりの払込金額相当額（ただし、第1種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、
株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。）に経過第1種
優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本(2)においては、第3項(3)に定め
る経過第1種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分
配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第1種優先配当金相当額を計算する。 

7. 普通株式を対価とする取得条項 
(1) 普通株式を対価とする取得条項 

当銀行は、取得請求期間の末日までに当銀行に取得されていない第1種優先株式の全てを取
得請求期間の末日の翌日（以下「一斉取得日」という。）をもって取得する。この場合、当
銀行は、かかる第1種優先株式を取得するのと引換えに、各第1種優先株主に対し、その有す
る第1種優先株式数に第1種優先株式1株当たりの払込金額相当額（ただし、第1種優先株式に
つき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、
適切に調整される。）を乗じた額を下記(2)に定める普通株式の時価（以下「一斉取得価額」
という。）で除した数の普通株式を交付するものとする。第1種優先株式の取得と引換えに
交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれ
を取扱う。 

(2) 一斉取得価額 
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の毎日の終値の平均
値（終値が算出されない日を除く。）に相当する金額（円位未満小数第1位まで算出し、そ
の小数第1位を切り捨てる。）とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取
得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。 

8. 株式の分割または併合および株式無償割当て 
(1) 分割または併合 

当銀行は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式および第1種優先株式の種類ごと
に、同時に同一の割合で行う。 

(2) 株式無償割当て 
当銀行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式および第1種優先株式の種類ごとに、当
該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。 

9. 法令変更等 
法令の変更等に伴い本別紙の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当銀行
の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。 

 

以 上 


